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健康福祉部保健所保健総務課 

新型コロナウイルス感染症に関する郵便料不足に係る予算流用について 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症患者のうち、支援物資を希望する者に対して物資（食料

品、水等）を郵送しているが、感染の急拡大に伴い、希望者が増加しているため、郵

便料の予算流用を行うもの。 

２ 背景 

・新型コロナウイルス感染症の患者は、７月以降、急増をし続けており、支援物資の

郵送希望者も増加しているため、郵便料が不足する状況となっている。 

・郵便料については、９月議会での議決予定日前に予算の不足が見込まれることから

９月議会での戻しを前提とした予算流用により対応するものである。 

３ 予算流用額 ２２３千円 

【予算流用元】 

款 16 衛生費  項 6 保健所費  目 01 保健所運営総務費        （単位：千円） 

事 業 内 容 金 額 

骨髄ドナー等助成事業 
節：18 負担金補助及び交付金 

細節：09補助金 
△２２３

【予算流用先】 

款 16 衛生費  項 6 保健所費  目 01 保健所運営総務費       （単位：千円） 

事 業 内 容 金 額 

保健所等維持管理運営事業 
節：11 役務費 

細節：03郵便料  
２２３

４ 流用後の対応 

９月補正予算議決後、同額を流用戻しする予定。


